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1．まえがき 

TV 番組をインターネットで同時に配信するネット同時

配信が検討されている 1)．このこと自体は，大学講義のネ

ット配信とは直接に関係するものではないが，放送大学学

園が制作・著作する放送授業とオンライン授業の関係にな

りうる．放送とネット同時配信は，通信と放送の融合の観

点からいえば，Web キャスティングとよびうる．ところ

が，Web キャスティングの定義は，国際的にも，国内的

にも，明確になっていない．たとえ放送とネット同時配信

が同じコンテンツであったとしても，Web キャスティン

グの法的関係と，そのとき想定される Web キャスティン

グコンテンツの構成が明示されなければならない．本稿は，

Web キャスティングの法的関係の検討をもとに，スマホ

アプリ活用の Web キャスティングコンテンツのプロトタ

イプを放送大学講義の放送授業とオンライン授業とのシー

ムレスなコンテンツの制作・著作の観点から提案する． 

2．Web キャスティングと公衆送信権等との関係 

放送とネット同時配信における Web キャスティングの

国際的な対応としては，放送機関に関する国際条約との関

係がある．放送機関はローマ条約で国際的な取り決めがな

されており，それを継受する｢実演及びレコードに関する

世界知的所有権機関条約｣(WPPT) がある．しかし，WPPT

では放送機関が外されており，放送機関は「放送機関の保

護に関する条約(仮称)」で検討されることになる 2)．本条

約 (仮称 )の議論の論点の中に，Web キャスティング

（webcasting）の保護の当否がある．世界知的所有権機関

（WIPO）では，1998 年 11 月以降著作権等常設委員会

（SCCR）において，各国の提案を踏まえながらインター

ネット時代に対応した放送機関の権利の保護に関する新た

なルール作りの検討が行われている．これまでに，何度か

外交会議の開催について提案されてはいるものの，一部の

途上国の慎重な姿勢や，各国の意見の隔たりにより，2007

年には，条約採択のための外交会議の開催が提案されたも

のの，合意に至っていない． 

また，放送とネット同時配信における国内的な対応とし

ては，著作権法の公衆送信権等と Web キャスティングと

の関係になる．我が国の著作権法では，著作隣接権を同時

送信の放送と有線放送に対してのみ付与している．したが

って，視聴者のアクセスに応じて個別に送信する Web キ

ャスティングを条約の保護の主体とすることに対する検討

が必要になる．そして，Web キャスティングは，ストリー

ミングなのかオンデマンドなのか，それともストリーミン

グとオンデマンドの両者なのかのとらえ方の違いがある．

Web キャスティングは，ストリーミングとすると放送と有

線放送になり，オンデマンドとすると自動公衆送信となる．

Web キャスティングがストリーミングとオンデマンドであ

るとすると，Web キャスティングは，，同時送信と自動公

衆送信とを兼ね備えていなければならないことになる．も

っとも，放送とネット同時配信が再放送であれば，同時配

信と自動公衆送信とが仮想的ではあるが並存している．ま

た，Web キャスティングがオンデマンドで自動公衆送信の

場合以外は，現状では放送法との関連が問われれてくる．

したがって，Web キャスティングの法的関係を総合的に勘

案して，Web キャスティングコンテンツが制作・著作され

なければならない． 

3．Web キャスティングコンテンツ開発のコンセプト 

通信と放送の融合の観点からは，放送法 4 条の適用の有

無によって，判断は分かれる．放送番組のネット配信とい

っても，例えば日本放送協会（NHK）の教育番組であると，

それにはテキストがある．テキストは，放送法 4 条の適用

は問われないかもしれないが，放送番組とテキストは，内

容で全体的または部分的に同様な内容を含む．その観点か

ら言えば，テキストに関しても放送法 4 条の適用を想定し

た制作・著作が求められる．放送大学学園の放送授業と印

刷教材も NHK の放送番組とテキストと同様な関係にある．

通信と放送の融合の観点からいえば，コンテンツの提供が

ストリーミングかオンデマンドかの峻別が求められる．コ

ンテンツの放送（TV とラジオ）ではストリーミング形式

での提供となり，コンテンツのネット配信がオンデマンド

形式の提供といえる．  

筆者らは，放送授業（TV 授業とラジオ授業）と印刷教

材とのメディアミックス・コンテンツの観点から Web キ

ャスティングコンテンツの開発を行ってきた 3)．その経緯

の中で，TV 授業と印刷教材（テキスト情報）とを連携し

たものがあり，ラジオ授業の聴覚情報に視覚情報の台本

（テキスト情報）等を付加して視聴覚化しものがある．上

記の二つの開発例をスマホアプリ活用によって Web サー

バに置かれたコンテンツの公衆送信等へ展開したものが本

Web キャスティングコンテンツ開発のコンセプトになる．

なお，上記の三つの開発例のコンテンツはダウンロード形

式によるオンデマンド形式の提供であり，その視聴はスト

リーミング形式になる．Web キャスティングは，ストリー

ミングとオンデマンドの形式であることを前提にする． 
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4．Web キャスティングコンテンツ開発例 

Web キャスティングコンテンツは，オンライン授業の講

義資料（パターン（図・表を含むパワポ）とテキスト情報

（台本）を含む）なる．なお，コンテンツを表示するスマ

ホアプリは，アンドロイド OSに対応する． 

3.1 スマホアプリによるコンテンツ表示 

Web サーバに配置されたコンテンツへアクセスするため

にログインし，表示されるコンテンツ一覧画面がから希望

するコンテンツ（メディアと知的財産）をクリックすると，

コンテンツトップ画面へ移動する（図 1参照）． 

 

図 1 スマホアプリのトップ画面 

 

トップ画面をクリックすると，メニュー画面（15 回の講

義資料のタイトル）へ移動する．各回のタイトルをクリッ

クして，パターンとテキスト情報を表示する（図 2 参照）． 

 

 

 

① メニュー画面へ戻る． 

② 先頭ページへ移動する． 

③ 前のページへ移動する． 

④ 次ページへ移動する． 

⑤ 後尾ページへ移動する． 

⑥ 表示されているスライドの 

補足説明画面を表示する． 

⑦ ④と同様の動作． 

 

 

⑧メニュー画面へ移動する． 

⑨テキスト画面を閉じて，元

のスライドへ戻る． 

図 2 パターン画面とテキスト情報画面 

 

3.2 スマホアプリによる Web キャスト機能 

スマホアプリは，アンドロイド OS の携帯端末で放送授

業と印刷教材の内容を兼ねる講義資料を利活用し相互に表

示する機能を有する．アプリとしては，コンテンツを含ま

ないフレームワークのみを提供し，コンテンツ本体を Web

サーバに配置する方法をとっている．アプリの機能は，表

示対象のパターンが組み込まれるとき，表示対象のパター

ンと次頁（または前頁）の画像が同時に組み込まれる．な

お，Web から同時に二つのパターンを読み込むと，回線速

度によってアプリの動作速度に問題が発生する可能性があ

る．そこで，アプリ上にキャッシュを置き，以下の読み込

み処理を行う．キャッシュ上の対象パターンの拡張子 tmp

を読み込み，前回のファイル更新日時を取得し，Web 上か

ら対象パターンのファイル更新日時のみを取得し，キャッ

シュと Web から取得したファイル更新日時を比較する．

そして，同一日時の場合は，キャッシュから画像を読み込

む．キャッシュ上に情報がないか，Web 上の更新日時と異

なる場合は，パターン画像をダウンロードし，ダウンロー

ドした画像ファイルの更新日時をキャッシュファイルに保

存する．画像表示は，上記のフローと条件によって分岐さ

せる． 

コンテンツは，Web ページとして構成しておくことによ

って，そのままスマホアプリにはめ込むことができる．コ

ンテンツのタイプやモデルを組み合わせれば，様々なニー

ズに対応した Web キャスティングコンテンツの提供が可

能となる．また，コストもある程度定型的に設定でき，か

つ比較的安価に制作・著作することができる．また，権利

処理を必要とするコンテンツをアプリで明確にして，コン

テンツの制作・著作が容易かつ柔軟にできる．本開発の利

点は，ネットワークを利用したコンテンツの保存と動的な

コンテンツ変更を考慮した通信を行うことで，これまでに

開発してきたコンテンツ以外の教材でも利用が容易となる． 

5．今後の課題 

放送とネット配信による放送大学の放送授業（TV 授業，

ラジオ授業，オンライン授業）は，通信と放送の融合を指

向したシームレスな Web キャスティングコンテンツの制

作・著作が今後求められる．そのために，ラジオ授業の視

聴覚化をすすめ，TV 授業とラジオ授業およびオンライン

授業との連携からのコンテンツの制作・著作により再利用

を容易にして多様な用途への展開が可能になる． 

また，多様な通信端末機器に対応できるマルチデバイス

用アプリ開発を実施して，アプリには学習履歴機能と権利

管理機能を付加する．それら機能の付加によって，放送法

と著作権法の法改正等に対して想定される Web キャステ

ィングコンテンツの権利処理に柔軟な対応が可能になる． 
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